
給実甲第１２４０号

平成３０年２月１日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第６６０号の一部改正について（通知）

給実甲第６６０号（単身赴任手当の運用について）の一部を下記のとおり改正

したので、平成３０年４月１日以降は、これによってください。

記

給与法第１２条の２及び規則９―８９附則第２項関係中第３項を削り、同関係

を給与法第１２条の２関係とする。

規則第２条関係第１項中「規則」を「人事院規則９―８９（単身赴任手当）（

以下「規則」という。）」に改める。

以 上


